
事務連絡  

令和４年９月１５日  

  

関係者各位  

 

 

芳賀町建設産業部都市計画課  

 

  

箸塚歩道橋（既設）撤去に伴う仮設横断歩道の設置について  

  

 涼風の候、益々御清栄のことと御喜び申し上げます。  

 さて、標題の件につきまして、既設の箸塚歩道橋撤去に伴い、下記のとおり仮設

横断歩道を設置することとなりました。  

 つきましては、歩行者および運転者の方にはご迷惑をお掛けしますが、御協力を

お願いします。  

御質問や御不明な点がありましたら、お手数ですが下記担当まで御連絡ください 。 

 

記  

 

 【仮設横断歩道の設置について】  

  １ 使用開始日  令和４年１０月８日（土）から  

           ※ 同日付で既設歩道橋が使用できなくなります  

             道路横断の際は、仮設横断歩道を通行ください  

 

２ 設 置 場 所  町道台の原・下原線（本田技研工業株式会社北門付近）  

 

  ３ そ の 他  ※ 詳細については、案内図を参照ください  

          

             

 

 

【問合せ先】  

芳賀町都市計画課ＬＲＴ整備係  

髙久・佐藤  

連絡先：028-677-6161 



 

 位置図 
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仮設横断歩道設置箇所 
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仮設の横断歩道を設置
→　押しボタン式の歩行者用信号が設置されます。

仮
設
横
断
歩
道

道路を横断される方は、仮設の横断歩道を通行願います。

歩行者の方

　仮設横断歩道使用開始日
　　１０月８日（土）～
※　同日付で既設の歩道橋が
　使用できなくなります。

既設の歩道橋を撤去
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自動車の方

　仮設信号機使用開始日　
　　１０月８日（土）～

直進

左折

停
止
線

（南進）
・直進車は交通信号機に従って走行願います。
・右折・左折車は信号によらず通行可能です。

交通信号機が設置されます。

（北進）
・直進・左折・右折車は、
　交通信号機に従って走行願います。

停
止
線 右折


